
 
 

事 務 連 絡 
令 和 ３ 年 6 月 2 日 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 
各 国 公 私 立 大 学 
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 
小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する  
構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を 
受 け た 各 地 方 公 共 団 体 
各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人   御中 
各 施 設 等 機 関 
各 特 別 の 機 関 
文 部 科 学 省 各 独 立 行 政 法 人 
文 部 科 学 省 各 研 究 開 発 法 人 
公 立 学 校 共 済 組 合 
日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団 
 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 
 

令和３年度「男女共同参画週間」の実施について（依頼） 
 
 「男女共同参画週間」については、男女共同参画推進本部において、平成１３年度より

毎年６月２３日から２９日までの１週間を「男女共同参画週間」とする旨決定されたこと

を受け、毎年実施しているところです。 
 本週間は、男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に対する国民の理解を深め、男

女共同参画社会の実現に向けて、国民各層・各界で様々な取組が行われるよう気運醸成を

図ることを目的としており、本年度は別紙の実施要綱により実施することとしております。 

本週間の中央行事である「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」については、web

形式での開催となりました。イベント等の開催に当たっては、「新型コロナウイルス感染

症対策の基本的対処方針」等を御参照いただき、まん延防止に努めていただきますようお

願 い い た し ま す 。 ま た 、 内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.gender.go.jp/public/week/kako/week_kako.html）より、男女共同参画週間

ポスター等のダウンロードが可能ですので、広報告知等の際に御活用ください。 

 貴機関におかれては、本週間が有意義なものとなるよう、この週間の趣旨を職員等に周

知するとともに、男女共同参画社会の実現に向けてなお一層の積極的な取組をお願いいた

します。また、都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、域内の市区町村教育委

員会、所管又は所轄の学校（専修学校、各種学校を含む。以下同じ。）、その他の教育機

関等に対して、国公私立大学におかれましては、その附属する学校に対して、小中高等学

校を設置する学校設置会社を所管する構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた

各地方公共団体におかれましては、所轄の学校設置会社に対して、御周知くださるようお

願いします。 
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令和３年度「男女共同参画週間」の実施について 
 
 

 男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進について、格段の御協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 さて、男女共同参画推進本部では、男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に

対する国民の理解を深めることを目的として、平成 13年度より毎年６月 23日から 29

日までの１週間、「男女共同参画週間」を実施しております。 

今年度は、別紙の実施要綱により各種行事等を実施することといたします。 

つきましては、本週間が有意義なものとなるよう、週間の行事等に格段の御協力を

賜りますとともに、貴省庁内の関係部局や貴管下の関係機関・団体に対する周知方よ

ろしくお願い申し上げます。 
 



 

 

 

令和３年度「男女共同参画週間」実施要綱 

 

 

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日 

男女共同参画推進本部長決定 

 

 

 

１ 目 的 

  本週間は、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施するこ

とにより、男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深める

ことを目的とする。 

 

２ 実施期間 

  令和３年６月 23 日（水）から６月 29 日（火）までの１週間 

 

３ 主 唱 

   内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 

 

４ 協力を依頼する機関・団体等 

  都道府県、政令指定都市、男女共同参画推進連携会議関係団体、女性団体その他の

関係団体等 

 

５ 実施事項 

(1) 本週間の中央行事として「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催

する。 

(2) 本年度は、「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ」というキャ

ッチフレーズのもと、４に掲げる機関・団体等と協力し、男女共同参画社会の実現

に向けた各種広報啓発活動等を実施する。 


